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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２. 当社は、第８期より連結財務諸表を作成しておりましたが、第10期については、連結対象子会社（昆明美花

花卉有限公司）の実質的な清算が第９期に完了しており、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の

財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして連結財務諸表は

作成しておりません。なお、清算にともなう当社負担額については第９期の個別財務諸表に取り込んでいる

ため、当該子会社の第10期末における資産及び負債はありません。 

３．第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

     ４．当社は平成17年６月１日付で株式１株につき10株の分割を行っております。 

     ５．第11期中は、中間連結貸借対照表のみが連結対象となるため、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変

      動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。そのため、売上高、経常利益、中間

      純利益、１株当たり中間純利益金額、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額、営業活動によるキャッシ

      ュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー、現金及び現金同等

      物の中間期末残高については記載しておりません。 

     ６．従業員数は、就業人員数を表示しており、（ ）には臨時雇用社員の当該期間平均雇用人員数（１日８時間

      換算）を記載しております。 

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期 

会計期間 

自平成16年 
７月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
７月１日 
至平成17年 
12月31日 

自平成18年 
７月１日 
至平成18年 
12月31日 

自平成16年 
７月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成17年 
７月１日 
至平成18年 
６月30日 

売上高 （千円） － － － 2,339,404 － 

経常利益 （千円） － － － 60,355 － 

中間（当期）純利益 （千円） － － － 20,935 － 

純資産額 （千円） － － 516,899 108,256 － 

総資産額 （千円） － － 1,163,031 897,965 － 

１株当たり純資産額 （円） － － 38,233.94 9,841.48 － 

１株当たり中間（当期）

純利益金額 
（円） － － － 1,903.26 － 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額 

（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） － － 40.1 12.1 － 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － － 53,463 － 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － － △127,143 － 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － － 244,056 － 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
（千円） － － － 359,094 － 

従業員数 （人） － － 
161 

(41) 

124 

(14) 
－ 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２. 第９期及び第11期中は連結財務諸表を作成しておりますので、持分法を適用した場合の投資利益又は投資損

失（△）の金額は記載しておりません。 

     ３. 当社は第10期中より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

４. 第10期の１株当たり配当額には、記念配当400円を含んでおります。 

     ５．第９期及び第10期中の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

      載しておりません。 

６. 当社は第９期については、連結財務諸表を作成しておりますので、当該期のキャッシュ・フローに係る指標

は、（1）連結経営指標等を参照して下さい。 

     ７．当社は平成17年６月１日付で株式１株につき10株の分割を行っております。 

８．従業員数は、就業人員数を表示しており、（ ）には臨時雇用社員の当該期間平均雇用人員数（１日８時間

換算）を記載しております。 

９．第10期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期 

会計期間 

自平成16年 
７月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
７月１日 
至平成17年 
12月31日 

自平成18年 
７月１日 
至平成18年 
12月31日 

自平成16年 
７月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成17年 
７月１日 
至平成18年 
６月30日 

売上高 （千円） － 1,249,275 1,535,878 2,332,679 2,668,181 

経常利益 （千円） － 44,398 81,605 69,579 154,755 

中間（当期）純利益 （千円） － 29,315 39,831 16,639 98,823 

持分法を適用した場合の

投資利益又は投資損失

（△） 

（千円） － △1,121 － － △1,074 

資本金 （千円） － 80,000 208,340 80,000 208,340 

発行済株式総数 （株） － 11,000 12,200 11,000 12,200 

純資産額 （千円） － 135,630 467,490 114,014 461,818 

総資産額 （千円） － 710,018 1,113,622 904,010 982,322 

１株当たり純資産額 （円） － 12,330.01 38,318.87 10,364.96 37,853.97 

１株当たり中間（当期）

純利益金額 
（円） － 2,665.05 3,264.91 1,512.64 8,946.55 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額 

（円） － － 3,125.24 － 8,798.50 

１株当たり配当額 （円） － － － 700 2,800 

自己資本比率 （％） － 19.1 42.0 12.6 47.0 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － △9,345 58,602 － 100,606 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － 37,306 △269,910 － 6,107 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － △317,516 23,154 － △149,666 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
（千円） － 69,223 127,672 － 315,826 

従業員数 （人） 
－ 

(－) 

128 

(20) 

148 

(41) 

121 

(14) 

142 

(26) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、葬儀関連会社への生花祭壇、供花等の提供を業務の中心とする「美麗花壇股份有限

公司」を台湾に設立したことにより、連結子会社１社が増加しております。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。 

 （注）１．特定子会社に該当しております。 

        ２．有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。 

    ３．議決権の所有割合は100分の50でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であります。    

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、生花祭壇事業及び生花卸売事業に区分できない管理部門

に所属しているものであります。 

３．従業員数欄の（ ）は、臨時雇用社員の当中間連結会計期間平均雇用人員数（１日８時間換算）でありま

す。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であります。 

２．従業員数欄の（ ）は、臨時雇用社員の当中間会計期間平均雇用人員数（１日８時間換算）であります。 

  

(3）労働組合の状況 

   労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

美麗花壇股份有限公

司 

 台湾省台北市 102,962  生花祭壇事業 50 出向者２名 

  平成18年12月31日現在

事業部門 従業員数（人） 

 生花祭壇事業 136 (38) 

 生花卸売事業 7 (3) 

 全社（共通） 18 (0) 

合計 161 (41) 

  平成18年12月31日現在

従業員数（人） 148  (41) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

 当中間連結会計期間は、中間貸借対照表のみが連結対象であるため、提出会社の状況についてのみの記載になっ

ております。 

  (1）業績 

  当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に設備投資が増加するとともに、雇用、所得環境

の改善が進んだことで個人消費の一部に明るさが見られました。一方で原油価格の高騰や金利の上昇懸念等、景気

は回復基調を保ちつつも依然として先行き不透明感は払拭できない状況にありました。 

 このような経済状況のもとで、生花祭壇事業においては、既存支社及び営業所での深耕戦略方針による既存得意

先並びに新規取引先での売上拡大を図ってまいりました。また、平成19年１月には生花祭壇を日本全国へ拡充する

ために拠点展開の継続による成長戦略方針に基づき、大阪府東大阪市に大阪支社を開設し売上拡大を目指します。  

 生花卸売事業においては、菊の生産者を中心とした仕入先(受託先)の拡大及び海外、特に中国からの輸入の拡大

による菊の取扱量の増大を図ってまいりました。 

 全社的には社員教育の充実、基幹システムの拡充、内部管理体制の強化を重点的に取り組んでまいりました。 

  この結果、当中間会計期間の業績は、売上高1,535百万円（前年同期比22.9％増）、営業利益86百万円（前年同期 

比77.2％増）、経常利益81百万円（前年同期比83.8％増）、中間純利益39百万円（前年同期比35.9％増）となりま

した。 

  事業部門別の業績は次のとおりであります。 

  生花祭壇事業においては、受注件数の大幅な増加により売上高1,168百万円（前年同期比30.5％増）となりまし

た。生花卸売事業においては、仕入本数の増加とともに前期に導入した販売管理システムにより業務効率が改善さ

れたことで、売上高367百万円（前年同期比3.8％増）となりました。 

  

  (2）キャッシュ・フローの状況 

  当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間会計期間末に比べ58百万円増

加し、127百万円となりました。 

  

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

     営業活動による資金は、売上債権の増加45百万円等がありましたが、税引前中間純利益79百万円と仕入債務の

増加24百万円等による資金の増加により、58百万円の収入（前年同期は9百万円の支出）となりました。 

  

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動による資金は、子会社設立に伴う出資による支出51百万円及び熊本支社の固定資産の取得による支出

等211百万円等により、269百万円の支出（前年同期は37百万円の収入）となりました。 

  

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

      財務活動による資金は、社債の償還による支出30百万円、配当金の支払額34百万円等の支出がありましたが、 

    短期借入による収入100百万円により、23百万円の収入（前年同期は317百万円の支出）となりました。 

    



２【生産、受注及び販売の状況】 

当中間連結会計期間は、中間貸借対照表のみが連結対象であるため、提出会社の状況について記載しております。 

  

   (1）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、総技術費用によっております。 

２．生花卸売事業は、国内外から生花を仕入れ、国内に販売することを主要な業務としており、生産活動は行っ

ていないため、生産実績はありません。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）商品仕入実績 

 当中間会計期間の商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、実際仕入価格によっております。なお、生花祭壇事業からの発注に基づく生花の仕入分については

除外しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注状況 

 受注から納品までのリードタイムが短いために受注と生産実績は、現状では乖離が見られない状況なので、記載

を省略しております。 

(4）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。なお、事業部門間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業部門 
当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前年同期比（％） 

生花祭壇事業（千円） 902,411 123.4 

生花卸売事業（千円） － － 

合計（千円） 902,411 123.4 

事業部門 
当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前年同期比（％） 

生花卸売事業（千円） 287,055 102.8 

事業部門 
当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前年同期比（％） 

生花祭壇事業（千円） 1,168,692 130.5 

生花卸売事業（千円） 367,186 103.8 

合計（千円） 1,535,878 122.9 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

（合弁契約）  

契約会社名 相手方の名称 国名 契約締結日 契約内容 

株式会社ビューティ花壇 

(当社) 

龍厳人本服務股份

有限公司 
台湾 

平成18年 

10月１日 

 生花祭壇の企画提案・制作・設営等を行

う合弁会社の共同設立（合弁会社名：美

麗花壇股份有限公司） 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

  当中間連結会計期間において、当社は、業務拡大、営業基盤の拡充を図るため、熊本支社の社屋などの設備を取得

しております。その主要な設備は、次のとおりであります。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。 

  

 提出会社   

事業所名 
(所在地) 

事業部門の名称 設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（人） 

建物及び構築物 
土地 

(面積㎡) 
合計 

熊本支社 
（熊本市若葉） 

全社（共通） 事務所 90,100 
91,900 

(1,122.12)
182,000 － 

会社名 所在地 
事業部門
の名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達
方法 総額 

(千円) 
既支払額 
(千円) 

美麗花壇股份有限公司 台湾省台北市 
生花祭壇

事業 

建物、機械、車

輌等の資産 
15,000 － 自己資本 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注） 平成18年11月14日開催の取締役会決議により、平成19年１月１日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発

     行可能株式総数は44,000株増加し、88,000株となっております。 

  

②【発行済株式】 

 （注） 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 44,000 

計 44,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年３月23日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 12,200 24,400 
東京証券取引所 

（マザーズ） 
－ 

計 12,200 24,400 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストックオプション） 

 （注）１．新株予約権１個につき株式数は、１株であります。 

     ２．平成18年11月14日開催の取締役会決議により、平成19年１月１日付で１株を２株とする株式分割を行ってお

      ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株

      予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

３．新株予約権の目的となる株式数は、退職等の理由により、権利を喪失したものの新株予約権の数を減じてお

ります。 

定時株主総会の特別決議日（平成17年９月27日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年12月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年２月28日） 

新株予約権の数（個） 580（注１） 574（注１） 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 580（注３） 1,148（注２、３、４） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり20,000（注５）  １株当たり10,000（注２、５） 

新株予約権の行使期間 
平成19年９月28日～ 

平成22年９月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     20,000 

資本組入額    10,000 

発行価格   10,000（注２） 

 資本組入額   5,000（注２） 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた

者は、新株予約権行使時に

おいても当社の取締役また

は従業員であることを要す

る。 

② ①の規定にかかわらず、権

利を与えられた者が権利行

使期間中に死亡した場合

は、死亡の日から６ヶ月以

内（権利行使期間中に限

る）は、その相続人におい

て新株予約権を行使するこ

とができる。 

③ 新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。 

④ その他の条件については、

当社と従業員との間で締結

した「新株予約権割当契約

書」に定めるところによ

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するときは取

締役会の承認を要するものとす

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項  
－ － 



４．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

５．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１

円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の

端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

(3) 【ライツプランの内容】 

      該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注） 平成19年１月１日付をもって１株を２株に株式分割し、発行済株式総数が12,200株増加しております。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成18年７月１日～ 

 平成18年12月31日 
－ 12,200 － 208,340 － 128,340 



(5）【大株主の状況】 

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成18年12月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三島 美佐夫 熊本県熊本市 4,750 38.93 

小田 敬史 東京都港区 2,800 22.95 

ビューティ花壇従業員持株会 
東京都港区赤坂２－３－４ ランディック

赤坂ビル９Ｆ  
687 5.63 

馬場﨑 修 東京都武蔵野市 620 5.08 

三島 志子 熊本県熊本市 300 2.45 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２－11－３ 266 2.18 

清水 康 東京都港区 250 2.04 

住友生命保険相互会社（特別

勘定） 
東京都中央区晴海１－８－11 217 1.77 

東 光博  千葉県浦安市  159 1.30 

モルガンスタンレーアンドカ

ンパニーインク 

常任代理人 モルガン・スタ

ンレー証券株式会社 

渋谷区恵比寿４－20－３ 恵比寿ガーデン

プレイスタワー 
64 0.52 

計 － 10,113 82.89 

  平成18年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － －  － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,200 12,200 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

発行済株式総数            12,200 － － 

総株主の議決権 － 12,200 － 

  平成18年12月31日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

       （注）１. 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

        ２.  □印は、株式分割権利落後の株価を示しております。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

月別 平成18年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円） 450,000 431,000 370,000 303,000 274,000 
      344,000 

    □162,000 

最低（円） 338,000 357,000 300,000 250,000 242,000 
      265,000 

    □149,000 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省

令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

   なお、前中間会計期間（平成17年７月１日から平成17年12月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基

づき、当中間会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づ

いて作成しております。 

(3）当中間連結会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日まで）は、中間連結財務諸表の作成初年度であ

るため、中間連結貸借対照表については前中間連結会計期間及び前連結会計年度との対比は行っておりません。

また、当中間連結会計期間は中間貸借対照表のみが連結対象であるため、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

２．監査証明について 

   当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31

日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年７月１日から平成17年12月31日まで）及び当中間

会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間

監査を受けております。 

   なお、前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成18年５月18日提出の有価証券届出書に添付されたものに

よっております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    当中間連結会計期間（平成18年７月１日～平成18年12月31日）より、中間連結財務諸表を作成しているため、

前中間連結会計期間及び前連結会計年度との対比は行っておりません。 

   
当中間連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  228,562

２．受取手形及び売掛金  307,855

３．たな卸資産  34,213

４．繰延税金資産  4,471

５．その他  32,703

貸倒引当金  △4,407

流動資産合計  603,400 51.9

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物  146,040

   減価償却累計額  △21,191 124,849

(2）車輌運搬具  7,510

    減価償却累計額  △5,930 1,580

(3）工具器具備品  65,026

   減価償却累計額  △42,180 22,846

(4）土地  127,445

(5）その他  17,204

  有形固定資産合計  293,926 25.2

２．無形固定資産  

(1）ソフトウエア  86,394

(2）その他  10,928

 無形固定資産合計  97,322 8.4

３．投資その他の資産  

(1) 投資有価証券  60,000

(2) 差入保証金  52,904

(3) 繰延税金資産  3,926

(4）その他  62,072

貸倒引当金  △10,521

 投資その他の資産合計   168,382 14.5

固定資産合計  559,631 48.1

資産合計  1,163,031 100.0

   
 



   

   
当中間連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１. 支払手形及び買掛金  84,465

２．短期借入金  100,000

３．一年以内返済予定長期
借入金 

 10,000

４．一年以内償還予定社債  60,000

５. 未払金   97,716

６. 未払法人税等    40,507

７. その他  ※２  49,439

流動負債合計  442,129 38.0

Ⅱ 固定負債  

１．社債  150,000

２．長期借入金  5,000

３．長期未払金  49,003

固定負債合計  204,003 17.6

負債合計  646,132 55.6

   

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金  208,340 17.9

２．資本剰余金  128,340 11.0

３．利益剰余金  130,810 11.3

 株主資本合計  467,490 40.2

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．為替換算調整勘定  △1,036 △0.1

 評価・換算差額等合計  △1,036 △0.1

Ⅲ 少数株主持分  50,445 4.3

純資産合計  516,899 44.4

負債及び純資産合計  1,163,031 100.0

   



②【中間連結損益計算書】 

    当中間連結会計期間は、平成18年10月31日の子会社設立に伴い美麗花壇股份有限公司が当中間連結会計期間より

連結子会社となりましたが、中間連結会計期間末を連結子会社の支配獲得日とみなしており、中間貸借対照表のみ

が連結対象であるため、中間連結損益計算書は作成しておりません。 

  



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

    当中間連結会計期間は、平成18年10月31日の子会社設立に伴い美麗花壇股份有限公司が当中間連結会計期間より

連結子会社となりましたが、中間連結会計期間末を連結子会社の支配獲得日とみなしており、中間貸借対照表のみ

が連結対象であるため、中間連結株主資本等変動計算書は作成しておりません。 

  



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    当中間連結会計期間は、平成18年10月31日の子会社設立に伴い美麗花壇股份有限公司が当中間連結会計期間より

連結子会社となりましたが、中間連結会計期間末を連結子会社の支配獲得日とみなしており、中間貸借対照表のみ

が連結対象であるため、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

  



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  すべての子会社を連結しております。 

  連結子会社の数  １社 

    連結子会社の名称 

     美麗花壇股份有限公司 

  美麗花壇股份有限公司は当中間連結会計

期間において新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。 

 また、美麗花壇股份有限公司の設立日は

平成18年10月31日でありますが、当中間会

計期間末を支配獲得日とみなしたため、当

中間連結会計期間は、中間連結貸借対照表

のみを作成しております。 

２．持分法の適用に関する事項    持分法を適用していない関連会社（青島

麗人花園芸有限公司）は、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の対象から除

いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、重要性が乏しいため持分法の適

用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日等

に関する事項 

   連結子会社の美麗花壇股份有限公司の中

間決算日は９月30日でありますが、同社は

平成18年10月31日に設立しているため、中

間連結財務諸表の作成にあたっては、平成

18年10月31日現在の財務諸表を使用してお

ります。なお、中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については連結上必要な調

整を行っております。 

４．会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

     その他有価証券 

         時価のあるもの 

      中間連結決算日の市場価格等に  

 基づく時価法（評価差額は、全部 

 純資産直入法により処理し、売却 

 原価は移動平均法により算定）を  

 採用しております。 

       時価のないもの 

      移動平均法による原価法を採用 

 しております。 

   ② たな卸資産 

    a  商品・原材料・貯蔵品 

           最終仕入原価法 

    b  仕掛品 

           個別法による原価法 

 



項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

   (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

    ① 有形固定資産 

    定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）は、

定額法によっております。 

    ② 無形固定資産 

     定額法によっております。 

     なお、ソフトウェア（自社利用）

については、社内における見込利用

可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

    ③ 長期前払費用  

       定額法によっております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

     貸倒引当金  

      債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準  

     外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等

の資産及び負債は、中間決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めて計上しておりま

す。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法  

      当社は、リース物件の所有権が借

主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっており、在

外連結子会社については、主として

通常の売買取引に準じた会計処理に

よっております。 

 (6) その他中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

     消費税等の会計処理 

     消費税及び地方消費税の会計処理

方法は、税抜き方式を採用しており

ます。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

  １． 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。 

       当中間連結会計期間末における当座貸越に係る借

入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額  550,000千円 

借入実行残高   100,000千円 

 差引額  450,000千円 

※２． 消費税等の取扱い 

     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金

額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 



（リース取引関係） 

     当中間連結会計期間は、平成18年10月31日の子会社設立に伴い美麗花壇股份有限公司が当中間連結会計期間

より連結子会社となりましたが、中間連結会計期間末を連結子会社の支配獲得日とみなしており、中間貸借対

照表のみが連結対象であるため、当中間連結会計期間の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失、減価償却費相当額の算定方法及び利息相当額の算定方法について

は記載しておりません。 

（有価証券関係） 

 当中間連結会計期間末（平成18年12月31日） 

 １. 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

 ２. その他有価証券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

 ３. 時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 

  （借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

車輌運搬具 23,779 3,444 20,334 

工具器具備品 3,000 1,700 1,300 

合計 26,779 5,144 21,634

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

   未経過リース料中間期末残高相当額 

 １年内 4,356千円

 １年超 18,385千円

 合計 22,742千円

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 3,130千円

１年超 9,060千円

合計 12,191千円

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場社債 
60,000 



（デリバティブ取引関係） 

     当中間連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

        当中間連結会計期間中に付与しておりませんので、該当事項はありません。 

（セグメント情報） 

当中間連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

  当中間連結会計期間は、中間連結会計期間末を連結子会社の支配獲得日とみなしており、中間貸借対照表の 

みが連結対象であるため、記載しておりません。 

（１株当たり情報） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額 38,233円94銭 

 なお、１株当たり中間純利益金額及び潜在株式調

整後１株当たり中間純利益金額については、中間連

結損益計算書を作成していないため、記載しており

ません。 



（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

（株式分割の件） 

  平成18年11月14日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

１.平成19年１月１日をもって普通株式１株につき２株に 

 分割しております。 

 (1) 分割により増加する株式数 

    普通株式 12,200株 

 (2) 分割方法  

    平成18年12月31日最終の株主名簿及び実質株主名 

   簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、１株 

   につき２株の割合をもって分割しております。 

 ２. 配当起算日 

   平成19年１月１日 

   当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の 

  当中間連結会計期間における１株当たり情報は、それ 

  ぞれ以下のとおりとなります。 

 なお、１株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整

後１株当たり中間純利益金額については、中間連結損

益計算書を作成していないため、記載しておりませ

ん。 

  当中間連結会計期間  

１株当たり純資産額     19,116円97銭 

 （第２回期限前償還条項付無担保社債の発行について） 

  平成18年12月14日開催の当社取締役会において、第２

回期限前償還条項付無担保社債を発行することを決議

し、平成19年１月10日に発行しております。 

 発行の概要は次のとおりであります。 

 １. 銘柄     株式会社ビューティ花壇第２回期限 

              前償還条項付無担保社債 

 ２. 発行価額   額面100円につき金100円 

 ３. 発行総額  200,000,000円 

 ４. 発行年月日 平成19年１月10日 

 ５. 利率    年0.375％ 

 ６. 償還期限   平成24年１月10日 

 ７. 償還方法   額面100円につき金100円 

 ８. 資金の用途 熊本支社の固定資産取得のための調 

          達資金 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 
当中間会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     69,223 127,672   315,826 

２．売掛金     284,707 307,855   262,466 

３．たな卸資産     29,040 34,213   31,384 

４．繰延税金資産     1,809 4,471   5,409 

５．その他     26,340 34,753   20,470 

貸倒引当金     △3,992 △4,407   △3,253 

流動資産合計     407,128 57.3 504,560 45.3   632,304 64.4

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1) 建物   39,614   141,180 43,712   

減価償却累計額   △11,020 28,594 △16,617 124,562 △13,759 29,952 

(2) 構築物   4,860   4,860 4,860   

減価償却累計額   △4,541 318 △4,573 286 △4,559 300 

(3) 車輌運搬具   7,510   7,510 7,510   

減価償却累計額   △5,005 2,504 △5,930 1,580 △5,576 1,933 

(4) 工具器具備品   49,190   65,026 62,068   

減価償却累計額   △33,848 15,341 △42,180 22,846 △37,961 24,106 

(5) 土地 ※１   19,400 127,445   35,545 

(6) 建設仮勘定     － 15,154   700 

有形固定資産合計     66,159 9.3 291,875 26.2   92,538 9.4

２．無形固定資産           

(1) ソフトウエア     68,107 86,394   85,549 

(2) ソフトウエア仮
勘定 

    － 10,150   － 

(3) その他     778 778   778 

無形固定資産合計     68,885 9.7 97,322 8.7   86,327 8.8

            

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券     60,000 60,000   60,000 

(2) 関係会社株式     － 66,481   15,000 

(3) 差入保証金     55,620 52,904   47,011 

(4) 固定化債権 ※２   37,923 39,544   50,390 

(5) 繰延税金資産     7,669 3,926   4,697 

(6) その他     22,763 7,528   9,980 

貸倒引当金     △16,131 △10,521   △15,927 

投資その他の資産
合計 

    167,844 23.7 219,863 19.8   171,152 17.4

固定資産合計     302,889 42.7 609,062 54.7   350,018 35.6

資産合計     710,018 100.0 1,113,622 100.0   982,322 100.0

 



  

    
前中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金     76,911 84,465   60,238 

２．短期借入金     40,000 100,000   － 

３．一年以内返済予定
長期借入金 

※１   17,132 10,000   10,000 

４．一年以内償還予定
社債 

    60,000 60,000   60,000 

５．未払金     58,467 97,716   60,029 

６．未払法人税等     15,757 40,507   39,341 

７．その他 ※４   44,513 49,439   48,975 

流動負債合計     312,781 44.1 442,129 39.7   278,584 28.4

Ⅱ 固定負債           

１．社債     210,000 150,000   180,000 

２．長期借入金 ※１   17,408 5,000   10,000 

３．長期未払金     34,198 49,003   51,918 

固定負債合計     261,606 36.8 204,003 18.3   241,918 24.6

負債合計     574,387 80.9 646,132 58.0   520,503 53.0

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     80,000 11.3 － －   － －

Ⅱ 利益剰余金           

１．利益準備金   770   － －   

２．中間未処分利益   54,860   － －   

利益剰余金合計     55,630 7.8 － －   － －

資本合計     135,630 19.1 － －   － －

負債・資本合計     710,018 100.0 － －   － －

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     － － 208,340 18.7   208,340 21.2

２．資本剰余金           

(1）資本準備金   －   128,340 128,340   

資本剰余金合計     － － 128,340 11.6   128,340 13.1

３．利益剰余金           

(1）利益準備金   －   770 770   

(2）その他利益剰余
金 

          

繰越利益剰余金   －   130,040 124,368   

利益剰余金合計     － － 130,810 11.7   125,138 12.7

株主資本合計     － － 467,490 42.0   461,818 47.0

純資産合計     － － 467,490 42.0   461,818 47.0

負債純資産合計     － － 1,113,622 100.0   982,322 100.0

            



②【中間損益計算書】 

  

    
前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     1,249,275 100.0 1,535,878 100.0   2,668,181 100.0

Ⅱ 売上原価     997,617 79.9 1,186,676 77.3   2,085,914 78.2

売上総利益     251,657 20.1 349,201 22.7   582,266 21.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    202,735 16.2 262,510 17.1   411,600 15.4

営業利益     48,922 3.9 86,691 5.6   170,666 6.4

Ⅳ 営業外収益 ※１   2,223 0.2 2,450 0.2   4,766 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２   6,746 0.5 7,537 0.5   20,677 0.8

経常利益     44,398 3.6 81,605 5.3   154,755 5.8

Ⅵ 特別利益     116 0.0 － －   353 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３   6,345 0.5 2,246 0.1   10,838 0.4

税引前中間(当期)
純利益 

    38,169 3.1 79,358 5.2   144,270 5.4

法人税、住民税及
び事業税 

  14,231   37,817 51,453   

法人税等調整額   △5,377 8,853 0.7 1,709 39,527 2.6 △6,006 45,446 1.7

中間(当期)純利益     29,315 2.4 39,831 2.6   98,823 3.7

前期繰越利益     25,544 －   － 

中間未処分利益     54,860 －   － 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

  

  

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

  

  

株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計 繰越利益剰

余金 

平成18年６月30日 残高 
（千円） 

208,340 128,340 128,340 770 124,368 125,138 461,818 461,818

中間会計期間中の変動額        

  剰余金の配当     △34,160 △34,160 △34,160 △34,160

中間純利益     39,831 39,831 39,831 39,831

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － － 5,671 5,671 5,671 5,671

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

208,340 128,340 128,340 770 130,040 130,810 467,490 467,490

  

株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計 繰越利益剰

余金 

平成17年６月30日 残高 
（千円） 

80,000 － － － 34,014 34,014 114,014 114,014

事業年度中の変動額        

 新株の発行 128,340 128,340 128,340  256,680 256,680

 剰余金の配当     △7,700 △7,700 △7,700 △7,700

 利益準備金の積立      770 △770 － － －

当期純利益     98,823 98,823 98,823 98,823

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

128,340 128,340 128,340 770 90,353 91,123 347,803 347,803

平成18年６月30日 残高 
（千円） 

208,340 128,340 128,340 770 124,368 125,138 461,818 461,818



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日）

当中間会計期間  

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前事業年度の要約キャ

ッシュ・フロー計算書 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税引前中間（当期）純利益   38,169 79,358 144,270 

減価償却費   10,384 17,540 27,118 

長期前払費用償却費   498 509 1,103 

貸倒引当金の増減額（△は減少）   981 △4,253 38 

受取利息及び受取配当金   △1,075 △1,128 △2,404 

支払利息   4,620 1,195 5,810 

固定資産売却損益（△は益）   2,981 2,246 2,744 

売上債権の増減額（△は増加）   △74,028 △45,389 △51,787 

たな卸資産の増減額（△は増加）   △9,308 △2,828 △11,652 

その他資産の増減額（△は増加）   △5,811 △12,359 △110 

その他投資の増減額（△は増加）   △12,526 10,856 △26,945 

仕入債務の増減額（△は減少）   56,572 24,226 39,900 

その他負債の増減額（△は減少）   7,312 24,066 13,680 

その他   3,885 757 3,247 

小計   22,654 94,799 145,014 

利息及び配当金の受取額   475 1,092 2,268 

利息の支払額   △4,436 △638 △4,999 

法人税等の支払額   △28,039 △36,651 △41,677 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △9,345 58,602 100,606 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

定期預金の払戻による収入   64,501 － 64,501 

貸付金の貸付による支出   △300 △10,600 △8,300 

貸付金の回収による収入   894 12,320 6,908 

固定資産の取得による支出   △24,716 △211,460 △63,325 

固定資産の売却による収入   3,393 － 3,393 

差入保証金の差入による支出   △8,506 △9,678 △8,963 

差入保証金の回収による収入   2,039 989 11,893 

子会社設立に伴う出資による支出   － △51,481 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー   37,306 △269,910 6,107 

 



  

    

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日）

当中間会計期間  

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前事業年度の要約キャ

ッシュ・フロー計算書 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

短期借入れによる収入   390,000 100,000 410,000 

短期借入金の返済による支出   △380,000 － △440,000 

長期借入金の返済による支出   △278,136 △5,000 △292,676 

社債の償還による支出   △30,000 △30,000 △60,000 

株式の発行による収入   － － 256,680 

配当金の支払額   △7,700 △34,160 △7,700 

その他   △11,680 △7,685 △15,970 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △317,516 23,154 △149,666 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   △289,555 △188,153 △42,951 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   358,778 315,826 358,778 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※  69,223 127,672 315,826 

      



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法に基づく原価法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

     同左 

(1) 有価証券 

    子会社株式及び関連会社株式 

          同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は、全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用し

ております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用

しております。 

    その他有価証券 

      時価のあるもの 

     決算期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用

しております。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法

を採用しております。 

時価のないもの 

    同左 

      時価のないもの 

        同左 

 (2) たな卸資産 

商品・原材料・貯蔵品 

 最終仕入原価法 

(2) たな卸資産 

商品・原材料・貯蔵品 

      同左 

(2) たな卸資産    

    商品・原材料・貯蔵品 

          同左 

 仕掛品 

 個別法による原価法 

仕掛品 

      同左 

    仕掛品 

          同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）は、定

額法によっております。 

(1）有形固定資産 

      同左 

(1）有形固定資産 

           同左 

 (2) 無形固定資産 

 定額法によっております。 

  なお、ソフトウェア（自

社利用）については、社内

における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法に

よっております。 

(2) 無形固定資産 

       同左 

  

(2) 無形固定資産  

           同左 

 (3) 長期前払費用 

定額法によっております。 

(3) 長期前払費用 

      同左 

(3) 長期前払費用  

            同左 

３．繰延資産の処理方法 ───── ─────  新株発行費 

   支出時に全額費用として処理し

ております。 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

貸倒引当金 

         同左 

貸倒引当金 

           同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

         同左            同左 

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

       同左         同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理方法は、税抜き方式を採用して

おります。 

消費税等の会計処理 

       同左 

消費税等の会計処理 

         同左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間から「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第６号）を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

───── 

  

  

 (固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、「固定資産の減損に係る

会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号）を適用しております。  

  これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

───── 

  

  

───── 

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用しております。   

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

461,818千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度  
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

───── （中間貸借対照表）  

 「関係会社株式」は、前中間会計期間ま

で、投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しておりましたが、当中間会計期間末に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため

区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間末の「関係会社株

式」の金額は15,000千円であります。 

───── 

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

───── ───── （外形標準課税制度の適用） 

      平成18年６月19日に公募増資を実施し資本

金が増加したことにより、当事業年度から外

形標準課税制度を適用しております。 

 これに伴い、当事業年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算上の表

示についての実務上の取扱い」（企業会計基

準委員会実務対応報告第12号 平成16年２月

13日）に従い、法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費は4,414

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益は同額減少しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度末 
（平成18年６月30日） 

※１.（担保資産） 

 土地19,400千円は、長期借入金5,100

千円の担保に供しております。 

※１.（担保資産） 

───── 

※１.（担保資産） 

───── 

※２.（固定化債権） 

 固定化債権は、財務諸表等規則第32条

第１項第10号にいう「破産債権、再生債

権、更生債権その他これらに準ずる債

権」であります。 

※２.（固定化債権） 

        同左 

※２.（固定化債権） 

        同左 

 ３．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と当座貸越

契約を締結しております。 

 当中間会計期間末における当座貸越に

係る借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

 ３．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と当座貸越

契約を締結しております。 

 当中間会計期間末における当座貸越に

係る借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

 ３．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と当座貸越

契約を締結しております。 

 これら契約に基づく当事業年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額の

総額 
550,000千円 

借入実行残高 40,000千円 

差引額 510,000千円 

当座貸越極度額 550,000千円 

借入実行残高 100,000千円 

差引額 450,000千円 

当座貸越極度額  550,000千円 

借入実行残高 －千円 

差引額 550,000千円 

※４．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。 

※４．消費税等の取扱い 

        同左 

※４．    ───── 

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,075千円 受取利息 

助成金収入  

1,128千円 

 1,200千円 

受取利息 2,390千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 4,081千円 

社債利息 538千円 

借入手数料 1,536千円 

支払利息 640千円 

社債利息 555千円 

借入手数料 548千円 

株式公開費用  5,000千円 

支払利息 4,797千円 

社債利息 1,012千円 

借入手数料 2,159千円 

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの 

固定資産処分損 3,098千円 固定資産処分損 2,246千円 固定資産処分損 

長期前払費用一括償

却 

支社移転費用 

391千円 

2,916千円 

5,500千円 

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 

有形固定資産 5,642千円 

無形固定資産 4,742千円 

有形固定資産 7,443千円 

無形固定資産  10,096千円 

有形固定資産 13,084千円 

無形固定資産  14,034千円 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

        ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

           (1）配当金支払額 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式         

 普通株式 12,200 － － 12,200

自己株式     

普通株式 － － － －

新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計
期間末残高
（千円） 前事業年度

末 
当中間会計
期間増加 

当中間会計
期間減少 

当中間会計
期間末 

第１回ストック・オプション 普通株式 － － － － － 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 34,160,000 2,800 平成18年６月30日 平成18年９月29日



前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の当事業年度増加株式数1,200株は、平成18年６月16日を払込期日とする公募増資による増加でありま

す。 

  

     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

     ３．配当に関する事項 

         (1）配当金支払額 

         (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式（注） 11,000 1,200 － 12,200

自己株式     

普通株式 － － － －

新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計
期間末残高
（千円） 前事業年度

末 
当中間会計
期間増加 

当中間会計
期間減少 

当中間会計
期間末 

第１回ストック・オプション 普通株式 － － － － － 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成17年９月27日 

定時株主総会 
普通株式 7,700,000 700 平成17年６月30日 平成17年９月28日

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 34,160,000 利益剰余金 2,800 平成18年６月30日 平成18年９月29日

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

(平成17年12月31日現在) 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 (平成18年12月31日現在)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関

係  

(平成18年６月30日現在)

   （千円） 

現金及び預金 69,223  

   計 69,223 
預入期間３か月

超の定期預金 
－ 

現金及び現金同

等物 
69,223 

    

   （千円） 

現金及び預金 127,672  

   計 127,672 
預入期間３か月

超の定期預金 
－ 

現金及び現金同

等物 
127,672 

    

   （千円） 

現金及び預金 315,826  

   計 315,826 
預入期間３か月

超の定期預金 
－ 

現金及び現金同

等物 
315,826 

    



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

   (借主側) 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

   (借主側) 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

   (借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

車輌運搬具 2,592 2,352 240 

工具器具備品 3,000 1,100 1,900 

合計 5,592 3,452 2,140 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

車輌運搬具 23,779 3,444 20,334

工具器具備品 3,000 1,700 1,300

合計 26,779 5,144 21,634

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

車輌運搬具 12,964 1,402 11,561

工具器具備品 3,000 1,400 1,600

合計 15,964 2,802 13,161

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 871千円

 １年超 1,356千円

 合計 2,228千円

 １年内 4,356千円

 １年超 18,385千円

 合計 22,742千円

 １年内 2,593千円

 １年超 11,069千円

 合計 13,662千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

支払リース料 858千円

減価償却費相当額 754千円

支払利息相当額 50千円

支払リース料 3,368千円

減価償却費相当額 2,342千円

支払利息相当額 1,633千円

支払リース料 3,521千円

減価償却費相当額 2,697千円

支払利息相当額 1,183千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については利息法によって

おります。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 2,296千円

１年超 8,369千円

合計 10,665千円

１年内 3,130千円

１年超 9,060千円

合計 12,191千円

１年内 2,296千円

１年超 7,220千円

合計 9,517千円

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

 同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年12月31日） 

１. 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

３. その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

４. 時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末（平成18年12月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前事業年度末（平成18年６月30日） 

１. 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

３. その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

４. 時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

          該当事項はありません。 

  

        当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日）  

       当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 

  

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

          該当事項はありません。 

  

種類    貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場社債 

  

60,000 

種類    貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場社債 

  

60,000 



（ストック・オプション等関係） 

  前事業年度（自平成17年７月1日 至平成18年６月30日） 

１.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況  

 (1)ストック・オプションの内容 

    当社はストックオプション制度を採用しております。    

    第１回新株予約権は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社従業員に対して特に有利な条件を

もって新株予約権を発行することを、平成17年９月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。そ

の後平成18年２月10日の取締役会の決議により、平成18年３月１日に発行しております。 

      第１回新株予約権の内容は、次のとおりであります。 

  

 (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    第10期において存在したストック・オプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数に換算し

て記載しております。 

 ①ストック・オプションの数 

 ②単価情報 

 決議年月日   平成17年９月27日 

 付与対象者の区分及び人数  当社従業員111名 

 新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

 株式の数  600 

 対象勤務期間  － 

 新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 20,000円 

 新株予約権の行使期間  平成19年９月28日～平成22年９月28日 

 権利確定条件 
 付与日（平成17年９月27日）以降、権利確定日（平成19年９月28

日）まで継続して勤務していること。 

 新株予約権の行使の条件 

 ① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時において

も当社の取締役または従業員であることを要する。 

 ② ①の規定にかかわらず、権利を与えられた者が権利行使期間

中に死亡した場合は、死亡の日から６ヶ月以内（権利行使期

間中に限る）は、その相続人において新株予約権を行使する

ことができる。 

 ③ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 

 ④  その他の条件については、当社と従業員との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。  

 新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとす

る。 

 代用払込みに関する事項  － 

  第１回ストック・オプション 

 権利確定前          （株）  

  期首  600 

  付与 － 

  失効 17 

  権利確定 － 

  未確定残 583 

 権利確定後          （株）   

  期首 － 

  付与  － 

  失効  － 

  権利確定  － 

  未確定残  － 

  第１回ストック・オプション 

   権利行使価格        （円） 20,000 

  行使時平均株価         （円） － 

  公正な評価単価（付与日）   （円） － 



（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

  

        当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日）  

       当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 

  

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

  

（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たりの中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

関連会社に対する投資の金額（千円） 15,000 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 8,803 

持分法を適用した場合の投資損益の金額（千円） △1,121 

関連会社に対する投資の金額（千円） 15,000 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 10,119 

持分法を適用した場合の投資損益の金額（千円） △1,074 

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１株当たり純資産額 12,330円01銭

１株当たり中間純利益

金額 
2,665円05銭

１株当たり純資産額 38,318円87銭

１株当たり中間純利益

金額 
3,264円91銭

１株当たり純資産額 37,853円97銭

１株当たり当期純利益

金額 
8,946円55銭

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載して

おりません。 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額  
3,125円24銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額  
8,798円50銭

  
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日)

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

 中間（当期）純利益（千円）  29,315 39,831 98,823 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

 普通株式に係る中間（当期）純利益 

 （千円） 
29,315 39,831 98,823 

 期中平均株式数（株） 11,000 12,200 11,046 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
      

 中間（当期）純利益調整額（千円）  － － － 

 普通株式増加数（株）  － 545 185 

   （うち新株予約権（株）） ( －) (545) (185) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

－ － － 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

（当社従業員に対するストックオプションの

付与） 

 平成17年９月27日開催の定時株主総会及び

平成18年２月10日開催の取締役会の決議に基

づき、平成18年３月１日付で当社従業員に対

して、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規

定に基づき新株予約権の付与(ストックオプ

ション)をいたしております。 

 その概要は以下のとおりであります。 

（1）発行日 平成18年３月１日 

（2）発行数 600個 

（新株予約権１個当りの目的となる

株式数１株） 

（3）目的となる株式の種類 

  当社普通株式 

（4）発行価額 無償 

（5）権利行使期間 平成19年９月28日から

  平成22年９月28日まで

（6）権利行使価額 20,000円 

（7）付与対象者 当社従業員111名 

（株式分割の件） 

 平成18年11月14日開催の当社取締役会の決

議に基づき、次のように株式分割による新株

式を発行しております。 

 １. 平成19年１月１日をもって普通株式１株

につき２株に分割しております。 

 （1）分割により増加する株式数 

    普通株式 12,200株 

 （2）分割方法 

平成18年12月31日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載又は記録された株主の

所有株式数を、１株につき２株の割合を

もって分割しております。 

 ２. 配当起算日 

 平成19年１月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前中間会計期間及び前事業

年度における１株当たり情報並びに当期

首に行われたと仮定した場合の当中間会

計期間における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。 

前中間会計期
間 

当中間会計期
間 

前事業年度 

１株当たり純

資産額 

 6,165円01銭

１株当たり純

資産額 

19,159円44銭

１株当たり純

資産額   

18,926円98銭

  
１株当たり中

間純利益金額

 1,332円53銭

１株当たり中

間純利益金額

 1,632円45銭

１株当たり当

期純利益額 

 4,473円28銭

  
 なお、潜在

株式調整後１

株当たり中間

純利益金額

は、潜在株式

が存在しない

ため、記載し

ておりませ

ん。 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額  

 1,562円62銭

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益金

額 

 4,399円25銭

 （台湾における合弁会社の設立） 

  当社は、平成18年８月24日開催の取締役

会において、龍厳人本服務股份有限公司と

の共同出資による合弁会社「美麗花壇服務

股份有限公司」を設立することを決議いた

しました。 

 概略は次のとおりであります。 

 （1）設立の目的 

   台湾において人口は、1980年の1,780

万人から2004年の2,270万人へとわずか

25年たらずで500万人弱の増加をみてお

り、死亡人口も1982年の8.7万人から

2004年の13.4万人へと増加傾向になって

おります。また、台湾において葬儀に生

花を飾ることは一般的であり、当社の生

花祭壇を普及することは可能と考えてお

ります。 

 そのような状況下、生花祭壇の普及を

図り、花文化向上に貢献することを目的

として当社は台湾における最大の葬儀ビ

ジネス業者である龍厳人本服務股份有限

公司と本合弁会社を設立することといた

しました。 

 （2）設立時期 

     2006年10月予定 

 （3）新会社の概要 

   ① 商号 

     美麗花壇服務股份有限公司 

   ② 事業の内容 

         生花祭壇の企画提案・作成・運営 

   ③ 資本金 

         NT$ 30,000,000 

      （当社の出資割合は50％を予定して

おります。） 

 （4）事業開始時期 

     2006年11月予定 

  （第２回期限前償還条項付無担保社債の発行

について） 

   平成18年12月14日開催の当社取締役会に

おいて、第２回期限前償還条項付無担保社

債を発行することを決議し、平成19年１月

10日に発行しました。 

発行の概要は次のとおりであります。 

１. 銘柄      株式会社ビューティ花壇 

                第２回期限前償還条項付 

                無担保社債 

２. 発行価額   額面100円につき金100円 

３. 発行総額   200,000,000円 

４. 発行年月日  平成19年１月10日 

５. 利率     年0.375％ 

６. 償還期限   平成24年１月10日 

７. 償還方法   額面100円につき金100円 

８. 資金の用途 熊本支社の固定資産取得 

                のための調達資金   

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第10期）（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日）平成18年９月28日関東財務局長に提出 

(2) 臨時報告書  

      平成18年11月14日関東財務局長に提出 

    証券取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）

   の規定に基づく臨時報告書であります。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成19年３月23日 

株式会社ビューティ花壇  

 取締役会 御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 舩山 卓三  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 坂田 純孝  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 水野 友裕  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ビューティ花壇の平成18年７月１日から平成19年６月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年７月１日

から平成18年12月31日まで）に係る中間連結貸借対照表について中間監査を行った。この中間連結貸借対照表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結貸借対照表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結貸借対照表には全体として中間連結貸借対照表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結貸借対照表に対する意見表

明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結貸借対照表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社ビューティ花壇及び連結子会社の平成18年12月31日現在の財政状態に関する有用な情報を表示し

ているものと認める。 

  

追記情報 

  １.（重要な後発事象）に記載されているとおり、会社は、平成18年11月14日開催の取締役会決議に基づき、平成19年 

  １月１日に株式分割を実施している。 

  ２.（重要な後発事象）に記載されているとおり、会社は、平成18年12月14日開催の取締役会決議に基づき、平成19年 

  １月10日に期限前償還条項付無担保社債を発行している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年５月18日 

株式会社ビューティ花壇  

 取締役会 御中    

 新日本監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 舩山 卓三  印 

 業務執行社員  公認会計士 水野 友裕  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ビューティ花壇の平成17年７月１日から平成18年６月30日までの第10期事業年度の中間会計期間（平成17年７月１日か

ら平成17年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロ

ー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ビューティ花壇の平成17年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年７

月１日から平成17年12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

追記情報     

 （重要な後発事象）に記載されているとおり、会社は、平成17年９月27日開催の定時株主総会決議及び平成18年２月10

日開催の取締役会決議に基づき、従業員に対して新株予約権を付与している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成19年３月23日 

株式会社ビューティ花壇  

 取締役会 御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 舩山 卓三  印 

 
指定社員 

業務執行社員  
 公認会計士 坂田 純孝  印 

 
指定社員 

業務執行社員  
 公認会計士 水野 友裕  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ビューティ花壇の平成18年７月１日から平成19年６月30日までの第11期事業年度の中間会計期間（平成18年７月１日か

ら平成18年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算

書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ビューティ花壇の平成18年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年７

月１日から平成18年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

  １.（重要な後発事象）に記載されているとおり、会社は、平成18年11月14日開催の取締役会決議に基づき、平成19年 

  １月１日に株式分割を実施している。 

  ２.（重要な後発事象）に記載されているとおり、会社は、平成18年12月14日開催の取締役会決議に基づき、平成19年 

  １月10日に期限前償還条項付無担保社債を発行している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 
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